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訓 令

高知県訓令第12号

本 庁

各出先機関

高知県男女共同参画推進本部設置規程の一部を改正する訓令を

次のように定める。

令和 8年 5月 8日

高知県知事　濵田　省司

高知県男女共同参画推進本部設置規程の一部を改正する

訓令

高知県男女共同参画推進本部設置規程（昭和51年 7 月高知県訓

令第17号）の一部を次のように改正する。

第 5条を削り、第 6条を第 5条とし、第 7条を第 6条とし、第

8条を第 7条とする。

別表第 1中

「総合企画部長　　　　　　　　」

を

「理事（人口減少・中山間担当）

　総合企画部長　　　　　　　　」

に改める。

別表第 2を削る。

附　則

この訓令は、令和 8年 5月 8日から施行する。

告 示

高知県告示第294号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成17年法律第123号）第54条第 2 項の規定により、育成医療

又は更生医療を担当する指定自立支援医療機関として次のとおり

指定した。

令和 8年 5月 8日

高知県知事　濵田　省司

高知県告示第295号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

施行規則（平成18年厚生労働省令第19号）第63条第 1号の規定に

より、次のとおり育成医療又は更生医療を担当する指定自立支援

医療機関から業務の廃止について届出があった。

令和 8年 5月 8日

高知県知事　濵田　省司

高知県告示第296号

令和 8年 1月高知県告示第49号で告示した指定施業要件の変更

予定に係る保安林の森林所有者の所在が不分明であるので、森林

法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、保安林の指定

施業要件を変更する予定の通知の内容を仁淀川町役場に掲示する

とともに、次のとおりその要旨を告示する。

令和 8年 5月 8日

高知県知事　濵田　省司

1　所在不分明の森林所有者

( 1 )ア　登記簿記載の住所

愛媛県松山市来住町1212番地34

イ　氏名

野中　清志

( 2 )ア　登記簿記載の住所

高岡郡仁淀村別枝1398番地

イ　氏名

中添　秀雄

( 3 )ア　登記簿記載の住所

医療機関の

名称

いの町立国

民健康保険

仁淀病院

梼原町立国

民健康保険

梼原病院

マック下末

松調剤薬局

メディカル

薬局清水店

指定に

係る自

立支援

医療の

種類

育成医

療及び

更生医

療

〃

〃

〃

指定

年月

日

令和

8年

4月

1日

〃

〃

〃

育成医療

又は更生

医療に関

係がある

診療科に

おいて担

当する医

療の種類

医療機関の所在地

吾川郡いの町1369

高岡郡檮原町川西路

2320番 1

南国市下末松451番

地 1

土佐清水市幸町 4－

1　ニューヴァレー

マンション 1Ｆ

よどや薬局

須崎大間東

店

〃 〃須崎市大間東町 4番

37号

医療機関の

名称

薬局清流

指定に

係る自

立支援

医療の

種類

育成医

療及び

更生医

療

業務

の廃

止年

月日

令和

7年

10月

31日

育成医療

又は更生

医療に関

係がある

診療科に

おいて担

当する医

療の種類

医療機関の所在地

香美市土佐山田町楠
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高岡郡別府村別枝199番地

イ　氏名

西川　武治

( 4 )ア　登記簿記載の住所

高岡郡仁淀村別枝2104番地

イ　氏名

野中　清志

( 5 )ア　登記簿記載の住所

高岡郡仁淀村別枝2104番地

イ　氏名

野中　鶴子

( 6 )ア　登記簿記載の住所

広島県呉市広町14711番地 5

イ　氏名

西森　輝一

( 7 )ア　登記簿記載の住所

高知市中万々 2番地18

イ　氏名

中野　勢流

( 8 )ア　登記簿記載の住所

高知市百石町二丁目10番11号

イ　氏名

大谷　己生男

( 9 )ア　登記簿記載の住所

大阪府大阪市生野区大友町一丁目40番地

イ　氏名

西谷　伸介

(10)ア　登記簿記載の住所

兵庫県神戸市灘区篠原南町五丁目 5－ 9

イ　氏名

古味　道信

2　保安林の指定施業要件を変更する予定の通知の要旨

( 1 )　指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

吾川郡仁淀川町別枝字稲木畝2767の 3 、2767の 5 、2767の

7 、2768の 1 から2768の 3 まで、2768の 5 、2768の 7 から

2768の21まで、字滝ノ上山2861の 1 から2861の 3 まで、2861

の 5 から2861の18まで、字鳥形山2866の 8 から2866の28ま

で、2866の31、2866の39、2866の41、2866の43、字日比原

2770の 1 、2770の 2 、2770の23から2770の31まで、2771の 1

から2771の 3 まで、2771の 6 、2771の 8 、2771の43、2771の

48から2771の52まで

( 2 )　保安林として指定された目的

水源の涵
か ん

養

( 3 )　変更後の指定施業要件

立木の伐採の方法、立木の伐採の限度並びに植栽の方法・

期間及び樹種について

高知県告示第297号

高知県農業振興部安芸農業振興センター所長から次のとおり公

共測量を実施する旨の通知を令和 8年 4月 1日に受けたので、測

量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14

条第 3項の規定により告示する。

令和 8年 5月 8日

高知県知事　濵田　省司

1　作業種類

公共測量（基準点測量、数値地形図データ作成、路線測量）

2　作業期間

令和 8年 4月10日から同年 6月30日まで

3　作業地域

室戸市吉良川町乙地区

高知県告示第298号

高知県土木部幡多土木事務所長から次のとおり公共測量を実施

する旨の通知を令和 8年 4月14日に受けたので、測量法（昭和24

年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第 3 項の規

定により告示する。

令和 8年 5月 8日

高知県知事　濵田　省司

1　作業種類

公共測量（ 3級基準点測量）

2　作業期間

令和 8年 4月13日から令和 9年 1月19日まで

3　作業地域

幡多郡黒潮町上川口

高知県告示第299号

高知県土木部中央東土木事務所本山事務所長から次のとおり公

共測量を実施する旨の通知を令和 8年 4月15日に受けたので、測

量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14

条第 3項の規定により告示する。

令和 8年 5月 8日

高知県知事　濵田　省司

1　作業種類

公共測量（基準点測量）

2　作業期間

令和 8年 3月17日から令和 9年 2月 9日まで

3　作業地域

長岡郡大豊町中内ほか

高知県告示第300号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第 1 項第 5 号に規

定する道路として次のとおり指定する。

令和 8年 5月 8日

高知県知事　濵田　省司

公 安 委 員 会 告 示

高知県公安委員会告示第10号

昭和29年 7 月高知県公安委員会告示第 1号（警察において身体

を拘束されている者の食料に関する告示）の一部を次のように改

正し、令和 8年 4月 1日から適用する。

令和 8年 4月 9日（掲示済）

高知県公安委員会委員長　松尾　晋次

「418円」を「425円」に改める。

地　名

香南市野市

町西野字カ

ノ丸

地　番

2100番 6

幅　　員

(メートル)

6.00

備　　考
延　　　長

(メートル)

35.31
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正 誤

3

正正 誤誤

公報日付 公報番号 種類 ページ
欄

行
正 誤

令８・３・ ○告

示

６ 左

～

中

１～６

吾川郡いの町清水上分字ニシタキ 、 の１から の４まで、

の１から の８まで、 から まで、 の１、 の２、

の１、 の２、 の１、 の２、 の１、 の２、

、 、 の１、 の２、 の１から の４まで、 か

ら まで、 の１、 の２、 、字ヌタ荒 の１、 の

２、字下保口山 の１、字界尾山 、字専十郎山 、字大保口山

、字瀧ノ上エ の１から の まで、 の１から の４ま

で、 の６から の まで、 の 、 の 、 の３から

の まで、 の から の まで、 の から の ま

で、字瀧ノ上ヱ の１、 の２、 の 、 の 、字瀧ノ上山

の１から の４まで、字竹ノ樋山 、字中川奈路山 の１、

の２、字東ダキ の１、 の２、 の１、 の２、 の

１、 の２、 の１から の４まで、 、 、 の１、

の２、 、 の１、 の２、 の１、 の２

吾川郡いの町清水上分字ニシタキ 、 の１から の４まで、

の１から の８まで、 から まで、 の１、 の２、

の１、 の２、 の１、 の２、 の１、 の２、

、 、 の１、 の２、 の１から の４まで、 か

ら まで、 の１、 の２、 、字ヌタ荒 の１、 の

２、字下保口山 の１、 の２（国有林）、字界尾山 、字専十

郎山 、字大保口山 、字瀧ノ上エ の１から の まで、

の１から の４まで、 の６から の まで、 の 、

の 、 の３から の まで、 の から の まで、

の から の まで、字瀧ノ上ヱ の１、 の２、 の

、 の 、字瀧ノ上山 の１から の４まで、字竹ノ樋山

、字中川奈路山 の１、 の２、字東ダキ の１、 の

２、 の１、 の２、 の１、 の２、 の１から の４

まで、 、 、 の１、 の２、 、 の１、 の２、

の１、 の２

正 誤

○正誤（令８・３・ 付け 告示）


	目次
	訓令
	◎高知県男女共同参画推進本部設置規程の一部を改正する訓令

	告示
	○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による育成医療又は更生医療に係る指定自立支援医療機関の指定
	○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の規定による育成医療又は更生医療に係る指定自立支援医療機関の業務の廃止の届出
	○保安林の指定施業要件の変更予定に係る通知の掲示
	○公共測量の実施の通知（3件）
	○建築基準法による道路の位置の指定

	高知県公安委員会告示
	◎告示（警察において身体を拘束されている者の食料に関する告示）の一部改正

	正誤
	○正誤


